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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

機械工業連合会（JMF）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工

業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS B 9716:2006 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 B 9716：2019 
 (ISO 14120：2015) 

機械類の安全性－ガード－固定式及び可動式ガード

の設計及び製作のための一般要求事項 

Safety of machinery-Guards-General requirements for the design and  

construction of fixed and movable guards 

 
序文 

この規格は，2015 年に第 2 版として発行された ISO 14120 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，機械的危険源から人を保護するために提供されるガードの設計，製作及び選択のための一

般要求事項について規定する。 

この規格は，ガードの設計及び製作に影響し得る他の危険源も示している。 

固定式及び可動式ガードが使用される場合は，この規格の要求事項を適用する。この規格はインターロ

ック装置には適用しない。インターロック装置については JIS B 9710 で規定する。 

この規格は，転倒時保護構造（ROPS），落下物保護構造（FOPS）及び横転時保護構造（TOPS）のよう

な移動性に関連する又は荷揚げ能力に関連する特別のシステムのための要求事項については規定しない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 14120:2015，Safety of machinery－Guards－General requirements for the design and construction 

of fixed and movable guards（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 9700 機械類の安全性－設計のための一般原則－リスクアセスメント及びリスク低減 

注記 対応国際規格：ISO 12100，Safety of machinery－General principles for design－Risk assessment 

and risk reduction（IDT） 

JIS B 9709-1 機械類の安全性－機械類から放出される危険物質による健康へのリスクの低減－第 1

部：機械類製造者のための原則及び仕様 

注記 対応国際規格：ISO 14123-1，Safety of machinery－Reduction of risks to health from hazardous 

substances emitted by machinery－Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers

（IDT） 


